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在宅医療チーム形成促進事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 知事は、県内における在宅医療関係者の連携強化を図るため、在宅医療を実施する

医療機関等（以下「補助事業者」という。）が中心となって形成される在宅医療チーム（在

宅医療を実施する医師を含み２以上の団体・機関等により構成される在宅医療の推進を

目的とする連携体制をいう。以下同じ。）の活動に要する経費に対し、予算の範囲内で補

助金を交付するものとし、その交付に関しては、山梨県補助金等交付規則（昭和３８年山

梨県規則第２５号）に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（補助金の交付の対象となる経費及び補助率又は補助額） 

第２条 第１条に規定する事業に対する補助率又は補助額は、次のとおりとする。 

（１） 別表の第２欄に定める基準額と第３欄に定める対象経費の実支出額とを比較して、

少ない方の額を選定する。 

（２）（１）により選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比

較していずれか少ない方の額に、第４欄に定める補助率を乗じて得た額（算出された額

に１，０００円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。）を交付

額とする。 

 

（補助金交付申請書及び添付書類の様式、提出期限） 

第３条 補助事業者は、知事が指示する日までに補助金交付申請書（様式第１号）に関係書

類等を添えて、知事に提出しなければならない。 

２ 補助事業者は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方

消費税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のう

ち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定により仕入に係る消費税額として控除

できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地

方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）

を減額して交付申請しなければならない。 

  ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る消費税仕入控除税額が明ら

かでないものについては、この限りではない。 

 

（補助金の交付の条件） 

第４条 補助金交付の条件は、次の各号に掲げるとおりとする。 

（１）補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容の変更をしようとするときは、事

業変更承認申請書（様式第２号）を提出し、知事の承認を受けること。ただし、補助事

業の目的の達成に支障をきたさない事業計画の細部の変更であって、交付決定を受け

た補助金の額の増額を伴わない場合はこの限りではない。 

（２）補助事業を中止又は廃止しようとするときは、事業（中止・廃止）承認申請書（様式



第３号）を提出し、知事の承認を受けること。 

（３）補助事業が予定期間内に完了する見込みのない場合又は補助事業の遂行が困難とな

った場合においては、速やかに知事に報告してその指示を受けること。 

（４）知事は、第３条第２項により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額

について減額して交付申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたと

きは、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して交付決定するものと

する。 

（５）知事は、第３条第２項ただし書による交付申請がなされたものについては、補助金に

係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について、補助金の額の確定において

減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。 

 

（実績報告書の様式、提出期限） 

第５条 補助事業者は、当該事業が完了した日若しくは廃止の承認を受けた日から起算し

て１箇月を経過した日又は交付決定をした年度の翌年度の４月１０日のいずれか早い期

日までに、事業実績報告書（様式第４号）に必要関係書類を添え、知事に提出しなければ

ならない。 

２ 補助事業者は、前項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税

に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税

額を減額して報告しなければならない。 

 

（補助金の交付方法） 

第６条 知事は、必要があると認める場合には、補助事業者に対し、概算払いにより交付す

ることができる。 

２ 補助事業者は、前項の規定により概算払いを受けようとするときは、概算払請求書（様

式第５号）を知事に提出しなければならない。 

 

（書類の保管） 

第７条 補助事業に係る帳簿及び証拠書類は、当該補助事業終了の年度の翌年度から起算

 して５年間、整備保管しておかなければならない。 

 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第８条 補助事業者は、補助事業完了後に申告により補助金に係る消費税及び地方消費税

に係る仕入控除税額が確定した場合には、様式第６号により速やかに、知事に報告しなけ

ればならない。 

２ 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額

の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

  



（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は知事が定める。 

 

 

附 則 

１ この要綱は、平成２７年１月２０日から施行し、平成２６年１２月２５日から適用す

る。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



別 表 

 
 

１ 補助対象事

業者 
２ 基準額 ３  対象経費 ４ 補 助 率 

在宅医療チー

ム（新規に形成

されるものに

限る。）を主催

する医療機関

等 

 

５００千円 

 

在宅医療チームが、連携強化を図る

会議、勉強会、研修会、先進地視察

などの実施に要する経費 

（謝金（外部講師に限る）、旅費、

消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、

使用料及び賃借料、役務費など） 

１０／１０ 

在宅医療チー

ム（病床を有す

る医療機関が

参加するもの

に限る。）を主

催する医療機

関等 

 

５００千円 

 

在宅医療チームが、在宅医療提供機

能の強化を図る会議、勉強会、研修

会、先進地視察などの実施に要する

経費 

（謝金（外部講師に限る）、旅費、

消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、

使用料及び賃借料、役務費など） 

１０／１０ 

 

 

 


